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事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

⑴ 地域の災害等リスク 

① 地域の概要・立地 

 天童市は山形県のほぼ中央に位置し、県庁所在地である山形市に隣接し、車で約２０分程度と近い

ことから通勤者のベットタウンとして発展してきた。面積は１１３．０２平方㎞で、県内１３市の中

では最小である。また、奥羽山脈を源とする立谷川・乱川の扇状地で、東部は奥羽山脈に含まれる山

岳地帯、西部は山形盆地に属する平野部となっている。当市南西部には最上川が流れ、中央部の倉津

川、北部を流れる乱川がそれぞれ最上川に合流している。 

  

 

当市はこれまでも数々の災害に見舞われてきた。近年では、令和２年７月２８日の大雨により市西

部を流れる最上川の下野観測所において、これまでの最高水位(１７．５５ｍ)を記録した。市内の被

害状況は下記のとおり。 

令和２年７月豪雨災害状況 

被害状況 件数等 

建物被害 住家３棟（床上浸水１棟、床下浸水２棟） 

非住家１４棟（床上浸水１０棟、床下浸水４棟） 

避難者 ７４９人 

農林水産被害 約５億５千万円 

災害廃棄物 可燃物 総重量：３，６７０㎏ 処分費：６６，０６０千円 

不燃物 総重量：１，０６０㎏ 処分費：１９，０８０千円 

道路施設等の被害 被害総額 ６，３００千円 

下水道管渠 マンホール溢水４１か所 マンホール破損５か所 

出典：天童市内における主な災害記録、地域防災計画資料編より 

 



② 想定される災害等リスク 

【洪水：洪水ハザードマップ】 

今町、蔵増、寺津地区において最大５ｍから１０ｍ、市内中心部においても最大０．５ｍの浸水が

想定されている。浸水想定地区には市内８つの工業団地のうち３つの工業団地(山口西、天童インタ

ー、北部)が含まれている。 

 
出典：天童市洪水ハザードマップ 令和５年度 

【土砂災害警戒区域等一覧】 

土砂災害には、「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の３つの種類があり、これらの発生には、長雨や

集中豪雨による影響が多くみられる。山形県による天童市の土砂災害警戒区域指定場所は、土石流２

８か所、地すべり１か所、がけ崩れ２９か所の合計５８か所に及ぶ。 

 
出典：こちら防災山形！令和６年９月２０日時点 







 

Ⅱ 課題 

① 事業者のＢＣＰ策定状況について 

株式会社帝国データバンク「事業継続計画（ＢＣＰ）に対する企業の意識調査（２０２４年５月）」

によると、全国でのＢＣＰ策定率は１９．８％と低い。山形県は同じく株式会社帝国データバンク「Ｂ

ＣＰ策定率（２０２４年都道府県別）」によると２１．７％と全国水準と比較すると若干策定率は高

いものの進捗が見られない現状である。市内事業所のＢＣＰ策定済企業割合は２０．０％、ＢＣＰ策

定に関して「現在、検討していない」と回答した企業割合は３８．４％となっており（令和６年１月

景況調査）国や県と同様ＢＣＰ策定に対する進捗が遅い。 

ＢＣＰを策定していない理由については、「策定に必要なスキル、ノウハウがない」が最も高く、

次いで「策定する人材を確保できないこと」「策定する時間を確保できない」となっており、人員、

人材不足が大きな要因となっている。 

② 天童商工会議所の支援体制について 

平時・緊急時の対応を推進するノウハウを持った人員がなく、保険、共済に対する助言を行える職

員が不足している。商工会議所の本業である通常の経営支援のほか、経営発達支援計画に伴う支援も

行っている中で、防災対策まで手が回らず、事業者ＢＣＰ策定支援ができていない。 

③ 天童商工会議所自身の事業継続について 

 当会議所では、当会議所会館における防災訓練については実施しているものの、事業継続に係る具

体的な体制やマニュアルが整備されておらず、発災後の対応事項が明確になっていない。 

 

Ⅲ目標 

① 事業者のＢＣＰ策定支援強化 

市においても、令和２年７月の豪雨災害による被害があったこと、浸水想定地域や土砂災害警戒区域

指定場所が複数あること、近隣市町村に国内有数の地震断層帯である山形盆地断層帯があり、マグニ

チュード７．８クラスの直下型地震が今後３０年以内に発生する可能性があることから、注意が必要

である。これらを踏まえ、市内事業者の自然災害への事前の備え、事後いち早く復旧等を支援するた

めに天童商工会議所と天童市との共同により事業継続力強化支援計画を策定し、事前対策を徹底し、

発生後の対策の取組、連携し地域経済・事業所への影響を最小限にする体制を構築する。また、地区

内小規模事業者に自然災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知し、ＢＣＰ

策定支援強化を図る。 

② 天童商工会議所の支援体制について 

緊急時に対応できる人員、保険と共済に関する助言を行える職員の育成のため、損保会社等から専門

家を招聘し育成を図る。 

③天童商工会議所自身の事業継続について 

発災後速やかな復興支援策と拡大防止措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体

制を平時から構築する。 

 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに山形県に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和７年４月１日～令和１２年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・天童商工会議所と天童市の役割分担、体制を整備し、連携して以下の事業を実施する。 

 

＜１．事前の対策＞ 

天童市地域防災計画、天童市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、本計画との整合性を整

理し、自然災害発生時や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組めるようにする。 

 

１）小規模事業者に対する災害等リスクの周知 

・地区内小規模事業者へ「山形県版ＢＣＰモデル」を支援ツールとして活用し、事業者ＢＣＰの策定

による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・ハザードマップを用いながら、事業所立地場所の自然災害リスクや新型コロナウイルス感染症が事

業に与える影響（売上減少、費用負担の増加、労働力不足等）を軽減するための取組（事業休業への

備え、水災補償等の損害保険・共済加入、行政の支援策の活用等）や対策について説明する。 

・災害等に対応した損害保険や生命保険商品の情報提供を会報、ホームページ等において案内し、啓

発活動を行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、ＢＣＰ策定に必要なスキルとノウハウ習得に繋がるよう小

規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

 

２）商工会議所自身の事業継続計画の作成 

・令和７年３月までに作成する。 

 

３）関係団体との連携 

・損害保険会社等に専門家派遣を依頼し、会員事業所以外も対象とした普及啓発セミナーや損害保険

や生命保険、傷害保険等の紹介等を実施する。 

・感染症に関しては、リスクファイナンス対策として各種保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付

き休業補償など）の紹介等も実施する。 

 

４)フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ策定の取組状況を調査する。（景況調査にて） 

・市と適宜、電話やメール等で被害状況や支援情報等を共有し、状況確認や改善点等について協議す

る。 

 

５)当該計画に係る訓練の実施 

自然災害（震度５強以上の地震、洪水、土砂災害）が発生したと仮定し、市との連絡ルートについ

て確認を行う（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

＜２．発生後の対策＞ 

自然災害等発生時には、人命救助を第一とし、その上で下記の手順で地区内被害状況を把握し関係

機関へ連絡する。 

 

１)応急対策の実施可否の確認 

・発生後１時間以内を目途に職員の安否確認を行う。 

・連絡網により携帯電話で確認し、安否報告と業務従事の可否を事務局長に報告する。 



･発生時に携帯電話での連絡が困難になった場合は天童商工会議所職員互助会グループＬＩＮＥを利

用し事務局長へ安否報告と業務従事の可否報告等を行う。 

（報告事項：自身の状態、出社の可否、家族の状態、家屋の損壊、コメント） 

・市内の大まかな被害状況（家族被害や道路状況等）について情報収集し、当会議所と市など関係機

関で共有する。 

・国内感染症発生の場合には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒・換気、職員の手洗い・

うがい等はじめ来客対応時手指消毒を徹底する。 

・感染症の流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊急事態

宣言」が出た場合は、天童市と協力し天童商工会議所による感染症対策を行う。 

 

２）応急対策の方針決定 

・職員自身の目視・判断で命の危険を感じる状況の場合は出勤せず、職員自身がまず安全を確保し、

警報解除後や安全が確保できる状況になった場合に出勤する。 

・大まかな被害状況や安否確認等を天童市との間で速やかに把握・共有し、被害の状況や規模に応じ

た応急対策の方針を決める。但し、想定する応急対策の内容は概ね次の状況を判断基準とする。 

 

（被害規模の目安は以下を想定） 

※尚、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

天童商工会議所と天童市間で被害状況等を共有する間隔 

発生後～３日間 １日に２回共有する 

３日間～２週間 １日に１回共有する 

２週間～１ヵ月 ２日に１回共有する 

 

＜３.発生時における指示命令系統・連絡体制＞  ※下図は連絡ルート 

・自然災害発生時に、地区内の小規模事業者の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行うことができる仕

組みを構築する。 

・自然災害による２次被害を防止するため、被災地域での活動について決める。 

・天童商工会議所と天童市は自然災害による被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品

被害規模 被害の状況 想定する応急対策の内容 

大規模な被害がある １．地区内の１０％程度の事業所で、

「屋根や看板が飛ぶ」、「窓ガラスが割

れる」等の被害が発生している。 

２．地区内の１％程度の事業者で「床

上浸水」、「建物の全壊、半壊」等、大

きな被害が発生している。 

３.被害が見込まれる地域において連

絡が取れない、もしくは、交通網が遮

断されており確認ができない。 

①応急相談窓口の設置、相談業務 

②被害調査、経営課題の把握 

③支援施策の立案、実行 

被害がある １.地区内の１％程度の事業者で、「屋

根や看板が飛ぶ」、「窓ガラスが割れ

る」等の被害が発生している。 

２.地区内の０．１％程度の事業者で、

「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、

大きな被害が発生している。 

①応急相談窓口の設置、相談業務 

②被害調査、経営課題の把握 

ほぼ被害がない 目立った被害の情報がない 特に行わない 



等）の算定方法について、あらかじめ確認しておく。 

・天童商工会議所と天童市が共有した情報を、天童商工会議所又は天童市から山形県へ報告する。 

・感染症流行の場合、国や山形県等からの情報や方針に基づき、天童商工会議所と天童市が共有した

情報を山形県へ報告する。 

 

 

 

 

（連絡ルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４.応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

 １）相談窓口の開設 

・天童市と相談の上、安全性が確認された場所で相談窓口を設置する。国や県の依頼を受けた場合は

特別相談窓口を設置する。 

 ２）管内小規模事業者の被害状況の確認 

・地区内小規模事業者の被害状況詳細を確認する。確認にあたっては「確認シート」を作成し迅速な

被害状況の把握に努める。 

 ３）被災事業者施策の周知 

・応急時に有効な被災事業者施策（国・県・市等の施策）について、地区内小規模事業者へ電話・ホ

ームページ等により周知する。 

 

＜５.地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・山形県の方針に沿って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を山

形県等に相談する。 

 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに山形県に報告する。 

 

 

 

 

 

 

山形県 

山形県商工会議所連合会 

東
北
経
済
産
業
局 

等 

天童商工会議所・天童市 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導

員の関与体制 等）           

 

 

 

 

     

 

連携       確認 

 

連絡調整      連携 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  経営指導員 中島広樹（連絡先は（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  天童商工会議所 

  〒994-0013 山形県天童市老野森１丁目３番２８号 

  電 話 ０２３-６５４-３５１１ 

  ＦＡＸ ０２３-６５４-７４８１ 

Ｅ-mail tendo@tendocci.com 

 

②関係市町村 

  天童市経済部商工観光課 

  〒994-8510 山形県天童市老野森１丁目１番１号 

  電 話 ０２３-６５４-１１１１ 

  ＦＡＸ ０２３-６５３-０７４４ 

Ｅ-mail shoukou@city.tendo.yamagata.jp 

天童商工会議所 

 

 専務理事     １名 

 事務局長     １名 

 法定経営指導員  １名 

経営指導員    ３名 

補助員      ２名 

記帳専任職員   ３名 

一般職員     １名 

 

 
 

天
童
市
商
工
観
光
課 

天童市 

  危機管理室 



 

 ③関係市町村 

  天童市総務部危機管理室 

  〒994-8510 山形県天童市老野森１丁目１番１号 

  電 話 ０２３-６５４-１１１１ 

  ＦＡＸ ０２３-６５３-０７１４ 

Ｅ-mail tendo@city.tendo.yamagata.jp 
 

 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

必要な資金の額 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

 

セミナー開催費 

パンフ、チラシ作成費 

防災、感染症対策費 

 

 

２５０ 

１００ 

５０ 

２５０ 

１００ 

５０ 

２５０ 

１００ 

５０ 

２５０ 

１００ 

５０ 

２５０ 

１００ 

５０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、事業収入等。 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


